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              １３番 重原 明美 
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５．議事日程 
 第１ 農地法第３条許可申請について（７件） 
第２ 現況証明願いについて（１件） 



第３ 農業経営基盤強化促進事業について（２件） 
第４ 農業経営基盤強化促進事業(農地中間管理事業)について（２件） 

 
６．農業委員会事務局員 
     事務局長  豊島 克仁 
     主事補   酒勺 英樹 
 
 
 
会議の概要 
 
事務局  おはようございます。定刻になりましたので只今から令和４年第１１回伊仙町

農業委員会総会を開催いたします。 
     はじめに会長のご挨拶をお願いいたします。 
 
会 長  皆さん、おはようございます。バレイショ等の植付けで皆さん、お忙しい中た

いへんご出席いただきまして、ありがとうございます。まあいろいろ、農業を取

り巻く状況は、ウクライナ問題に始まり、コロナそして円安ということで非常に

厳しい環境になっています。今度のですね。国会で、補正でですね。農業関係で

８千億余り計上されるということで、その中にはガソリン代の高騰、飼料の高騰

全てひっくるめて予算化されていましたので、その国会が通過すればですね。年

明けにはまた我々農家にですね。何かしらの支援策が設けられるものだと思って

おりますので、それまでにはなるんですが、ここを皆さんでどうにか乗り切って

いかなければ日本の農業を支えていけるものだと思っておりますので期待して年

内ですね。動向を見ていきたいと思います。また、これから来月、製糖も始まる

わけですが、本当に事故等をですね。いろんな講習会、ハーベスター等受けてい

ると思いますので事故、怪我が無いようにですね。本当に忙しい時期なんですが、

慌ててですね。本当に注意して、また作業にあたられてほしいと思います。簡単

ではございますが、これで挨拶とさせていただきます。本日は、慎重な審議の方

をお願いしまして、会議がスムーズに進むようお願いいたします。 
 
事務局  宮永会長ありがとうございます。本日は農業委員１４名中１４名の委員が出席

しており定数に達しましたので総会は成立いたします。また、推進委員６名中４

名が出席されています。それでは、伊仙町農業委員会会議規則により議長は会長

が務めることになっておりますので、以降の議事の進行は宮永会長にお願いいた

します。 



 
議 長  それでは、これより議事に入ります。まず、日程第１の議事録署名委員及び会

議書記の指名を行います。 
     伊仙町農業委員会会議規則第１４条第２項に規定する議事録署名委員ですが議

長から指名させていただく事にご意義はございませんでしょうか。 
 

【異議なし】 
 
議 長  それでは、議事録署名委員は、１０番委員と１３番委員にお願いします。なお

本日の会議書記には事務局職員の豊島氏と酒勺氏を指名いたします。 
     以上で日程第１を終わります。 

   それでは、日程第２、議案第１号「農地法第３条許可申請について」を議題に

供します。事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 
 
事務局  議事録の説明の前に資料の訂正をお願いします。 
     えっとですね。農業経営基盤強化促進事業なんですが、９月の農業経営基盤強

化促進事業の受付番号３１号なんですが、こちらがですね。まだ３条申請が終え

て無くてですね。所有者がまだ譲渡人の方に代わっていませんでしたので、こち

らが取下げになりましたので、今月の農業経営基盤強化促進事業の受付番号を３

１号と３２号に変更でお願いします。 
今月の農地法第３条許可申請は、１議案７件です。 
議案第１号について、受付番号９３号から受付番号９９号所有権移転に関す

る件です。受付番号９３号については、譲受人は喜念在住で、譲渡人は大阪府

在住です。申請農地は大字目手久の畑で面積は 4,125 ㎡となっています。申請

事由といたしましては、経営拡張です。 
次に受付番号９４号については、譲受人は面縄在住で、譲渡人も面縄在住で

す。申請農地は大字面縄の畑で面積は 190 ㎡となっています。申請事由といた

しましては、経営拡張です。 
次に受付番号９６号については、譲受人は古里在住で、譲渡人も古里在住で

す。申請農地は大字古里の畑で面積は 2,964 ㎡となっています。申請事由とい

たしましては、贈与です。 
次に受付番号９７号については、譲受人は古里在住で、譲渡人は検福在住で

す。申請農地は大字検福の畑で面積は 2,638 ㎡となっています。申請事由とい

たしましては、贈与です。 
次に受付番号９５号については、譲受人は阿三在住で、譲渡人は大阪府在住

です。申請農地は大字阿三の畑で面積は 1,242 ㎡となっています。申請事由と



いたしましては、経営拡張です。 
次に受付番号９８号については、譲受人は阿三在住で、譲渡人も阿三在住で

す。申請農地は大字阿三の畑で面積は 12,886 ㎡となっています。申請事由と

いたしましては、経営拡張です。 
次に受付番号９９号については、譲受人は馬根在住で、譲渡人は群馬県在住

です。申請農地は大字馬根の畑で面積は 5,761 ㎡となっています。申請事由と

いたしましては、経営拡張です。 
受付番号９３号から９９号は、別添にある調査書のあるとおり、農地法第３

条第２項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしていると考えます。

以上で議案の朗読及び説明を終わります。 
 
議 長  それでは、只今の説明に関連して、受付番号９３号の説明を担当委員より現地

調査の結果並びに補足説明をお願いいたします。 
 
１４番  おはようございます。農地法第３条許可申請９３号について、ご説明いたしま

す。先日、２番委員、２番推進委員と調査いたしました結果、農地法第３条２項

各号に抵触いたしませんので、皆様方のご審議をよろしくお願いいたします。な

お、畑の現状といたしましては、２筆が一枚になっていまして、全てがサトウキ

ビを植えている状況です。皆様方のご審議をよろしくお願いいたします。 
 
２ 番  農地法３条許可申請９３号について、ご説明いたします。只今、１４番委員の

ご説明のとおりです。皆様のご審議よろしくお願いいたします。 
 
議 長  はい、ありがとうございます。これより受付番号９３号について、質疑に入り

ますがご意見等ございませんか。 
 

【質疑・意見なし】 
 
議 長  無いようですので、採決します。受付番号９３号について、原案のとおり、決

定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 
 

【全員挙手】 
 
議 長  全員賛成ですので、受付番号９３号は、原案のとおり決定しました。 
     次に受付番号９４号の説明を担当委員より現地調査の結果並びに補足説明をお

願いします。 



 
８ 番  農地法第３条許可委申請９４号について、ご説明いたします。先日、２番委員

と共に調査した結果、農地法第３条２項各号に抵触いたしませんので、皆様方の

ご審議をよろしくお願いします。現況としましては、ジャガイモを植え付ける準

備をして、今から植え付ける予定でございます。 
 
２ 番  農地法３条許可申請９４号について、只今、８番委員のご説明のとおりです。

よろしくお願いいたします。 
 
議 長  はい、ありがとうございます。これより受付番号９４号について、質疑に入り

ますが、何かご意見等ございませんか。 
 

【質疑・意見なし】 
 
議 長  無いようですので、採決します。受付番号９４号について、原案のとおり、決

定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 
 

【全員挙手】 
 
議 長  全員賛成ですので、受付番号９４号は、原案のとおり決定しました。 
     次に受付番号９６、９７号一括して、担当委員より現地調査の結果並びに補足

説明をお願いします。 
 
１１番  農地法第３条許可申請９６号、９７号について、ご説明します。先日、６番委

員と１番推進委員と共に調査した結果、農地法３条２項各号に抵触いたしません

ので、皆様のご審議よろしくお願いします。なお現状といたしましては、９６号

については、バレイショ植付け準備で植付け予定とのことです。９７号につきま

しては、サトウキビが植え付けられています。以上です。 
 
６ 番  ９６号、９７号については、只今、１１番委員からご説明のあったとおりであ

ります。皆様のご審議をよろしくお願いいたします。 
 
議 長  はい、ありがとうございます。これより受付番号９６、９７号について、質疑

に入りますが、何かご意見等ございませんか。 
 

【質疑・意見なし】 



 
議 長  無いようですので、採決いたします。受付番号９６、９７号について、原案の

とおり、決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 
 

【全員挙手】 
 
議 長  全員賛成ですので、９６、９７号は、原案のとおり決定しました。 
     次に受付番号９５、９８号一括して、担当委員より現地調査の結果並びに補足

説明をお願いいたします。 
 
３ 番  農地法第３条許可申請９５号、９８号について、一括して説明いたします。先

日、４番委員、３番推進委員と共に調査した結果、農地法第３条２項各号に抵触

いたしませんので、皆様方のご審議よろしくお願いいたします。現況としまして

は、９５号がタンカンとジャガイモを植えております。９８号につきましてはサ

トウキビとローズです。 
 
４ 番  ９５号、９８号は、只今、３番委員のご説明のとおりでございます。皆様方の

ご審議よろしくお願いいたします。 
 
議 長  はい、ありがとうございます。これより受付番号９５、９８号について、質疑

に入りますが、何かご意見等ございませんか。 
 

【質疑・意見なし】 
 
議 長  無いようですので、採決いたします。受付番号９５、９８号について、原案の

とおり、決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 
 

【全員挙手】 
 
議 長  全員賛成ですので、受付番号９５、９８号は、原案のとおり決定しました。 
     次に受付番号９９号について、担当委員より現地調査の結果並びに補足説明を

お願いいたします。 
 
５ 番  農地法第３条許可申請受付番号９９号について、説明いたします。先日、１３

番委員と６番推進委員と共に調査した結果、何ら問題無いと思われますので、皆

様方のご審議よろしくお願いいたします。現状といたしましては、上の３筆が更



地にしてあり、あと牧草を植えるということです。３４０－１がサトウキビ、下

の２筆がバレイショを植える予定ということです。よろしくお願いいたします。 
 
１３番  受付番号９９号につきましては、只今、５番委員のご説明のとおりでございま

す。皆様方のご審議よろしくお願いいたします。 
 
議 長  はい、ありがとうございます。これより受付番号９９号について、質疑に入り

ますが、何かご意見等ございませんか。 
 

【質疑・意見なし】 
 
議 長  無いようですので、採決いたします。受付番号９９号について、原案のとおり、

決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 
 

【全員挙手】 
 
議 長  全員賛成ですので、受付番号９９号は、原案のとおり決定しました。 

これで日程第２議案第１号農地法第３条許可申請についてを終了します。 
次に、日程第３議案第２号現況証明願いについてを議題に供します。事務局よ

り議案の朗読と説明をお願いいたします。 
 
事務局  今月の現況証明願いについては、１議案１件です。議案２号について、受付番

号７号は、お手元の資料のとおりで、公衆用道路から畑への地目変更です。こち

らは、７月の総会時に３条申請で許可をもらった農地なんですが、その農地の中

に県所有の公衆用道路が３筆入ってまして、それを町が譲渡したためにまた地目

変更し、今度、７月に許可を受けた所有者へ譲渡する予定となっています。以上

で議案の朗読及び説明を終わります。 
 
議 長  それでは、受付番号７号について、担当委員より現地調査の結果並びに補足説

明をお願いいたします。 
 
８ 番  現況証明願いについて、７号について。先日、２番委員と調査した結果した結

果、何の問題も無いと思いますので皆様方のご審議お願いします。 
 
２ 番  現況証明７号について、ご説明いたします。只今、８番委員のご説明のとおり

です。皆様のご審議よろしくお願いいたします。 



 
議 長  それでは、ありがとうございます。受付番号７号について、質疑を行いますが、

何かご意見等ございませんか。 
 
６ 番  事務局、今の説明。もう１回してもらえる。 
 
事務局  こちらはですね。７月の総会の３条申請で受付番号４９号、その時に４筆、所

有権移転をされているんですが、この４筆が今、現在、１筆の状態で使われてい

まして、その１筆の中に今回、現況証明願いにある３筆の公衆用道路が含まれて

まして、それが県所有の公衆用道路となっていたんですが、現況は畑となってい

るので、県から町へ譲渡されまして、公衆用道路として使うこともできませんの

で今回、町から譲受人のところへ譲渡という形になります。 
 
議 長  よろしいですか。他にございませんか。それでは無いようですので、採決いた

します。受付番号７号について原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手を

お願いします。 
 

【全員挙手】 
 
議 長  全員賛成ですので、受付番号７号は、申請書のとおり決定いたしました。 

これで日程第３議案第２号現況証明願いについてを終了します。 
次に日程第４議案第３号農業経営基盤強化促進事業についてを議題に供します。

事務局より議案の朗読と説明をお願いいたします。 
 
事務局  今月の農業経営基盤強化促進事業については、１議案２件です。議案第３号に

ついて、受付番号３１号から受付番号３２号については、お手元の資料のとおり

で賃貸借になります。こちらは２件とも再契約になります。以上で議案の朗読及

び説明を終わります。 
 
議 長  それでは、受付番号３１、３２号について、担当委員より現地調査の結果並び

に補足説明をお願いいたします。 
 
１ 番  それでは私の方が担当ですので説明いたします。農業経営基盤強化促進事業３

１、３２号一括して、ご説明いたします。先日、２番委員、２番推進委員と共に

調査の結果、申請書のとおり何ら問題はございません。事務局からご説明がござ

いましたが継続ということですので、よろしくお願いいたします。また現況とい



たしましては、３１も３２号もバレイショを植え付ける予定になっております。

皆様方のご審議をよろしくお願いいたします。 
 
２ 番  農業経営基盤強化促進事業３１号、３２号は、只今、１番委員のご説明のとお

りです。皆様のご審議よろしくお願いいたします。 
 
議 長  それでは受付番号３１、３２号について、質疑に入りますが、何かご意見等ご

ざいませんか。 
 

【質疑・意見なし】 
 
議 長  無いようですので、採決いたします。受付番号３１、３２号について原案のと

おり決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 
 

【全員挙手】 
 
議 長  全員賛成ですので、受付番号３１、３２号は、原案のとおり決定しました。 

これで日程第４議案第３号農業経営基盤強化促進事業についてを終了します。 
続きまして、日程第５議案第４号農業経営基盤強化促進事業（農地中間管理事

業）についてを議題に供します。事務局より議案の朗読と説明をお願いいたしま

す。 
 
事務局  今月の農業経営基盤強化促進事業（農地中間管理事業）については、１議案２

件です。議案第４号について、受付番号６から７号については、お手元の資料の

とおりで使用貸借になります。以上で議案の朗読及び説明を終わります。 
 
議 長  それでは、受付番号６、７号一括して、担当委員より現地調査の結果並びに補

足説明をお願いいたします。 
 
１１番  農業経営基盤強化促進事業第６号、７号について、ご説明いたします。先日、

１０番委員、５番推進委員と共に調査した結果、申請書のとおり何の問題もない

と思われます。現況といたしましては、６号の方が１反が牧草で５反がキビとな

っております。７号の方は全て牧草となっております。皆様方のご審議よろしく

お願いいたします。 
 
１０番  只今、１１番委員のご説明のとおりです。皆様の審議よろしくお願いします。 



 
議 長  はい、ありがとうございます。それでは、これより受付番号６号、７号につい

て、質疑に入りますが、何かご意見等ございませんか。 
 

【質疑・意見なし】 
 
議 長  無いようですので、採決いたします。受付番号６、７号について原案のとおり

決定することに賛成の方は、挙手をお願いします。 
 

【全員挙手】 
 
議 長  全員賛成ですので、受付番号６、７号は、原案のとおり決定しました。 

これで日程第５議案第４号農業経営基盤強化促進事業（農地中間管理事業）に

ついてを終了いたします。 
     これで議案の方は終了いたしましたが、その他に入りますが何かございません

か。よろしいですか。 
 
３推委  農地法第３条の許可申請の件ですが、９８、９７譲受人がですね。譲受人から

あったんですが、元々そこは、田んぼで土地改良されてるんですが、今、現状が

キビやって、なかなか畑に入れない状況が続くと。それは何故かというと。水が

流れて、湿地帯が多くてできないというものだから。それを牧草に切り替えると。

行政として、建設課か。再度、土地改良されたらどうかなと。 
 
事務局  土壌改良事業か湧水処理の事業があると思うので。耕地課の方でですね。そち

らで対応してもらうかですね。相談、１回された方が。 
 
議 長  それでは、他にございませんか。よろしいですか。 
     それでは、これで総会を終了いたします。 

どうもお疲れ様でした。 


